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327 
6月 13日東地申第 24号 

◆令和２年５月１５日締結 「労使間の取扱いに関する協約」◆ 

（組合事務所） 

第５７条  

２ 会社は、組合事務所の使用につき、本部及び地方本部、ならびに支部ごとに１箇所を上限として許可するものとする。 

◆令和３年１０月１日締結 「労使間の取扱いに関する協約」◆ 

（組合事務所） 

第５７条  

２ 会社は、組合事務所の使用につき、本部及び地方本部ごとに１箇所を上限として許可するものとする。 

 

 

１．労使間の取扱いに関する協約（令和 2年 5月 15日締結）第 57条を直ちに履行すること。 

（回答）「労使間の取扱いに関する協約（令和３年１０月１日締結）」に則り取り扱うこととなる。 


